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日程 議          題 

第１  会議録署名委員の指名 

第２ 代処第１３号 
小金井市教育委員会職員の休日、休暇等に関する規程の

一部を改正する規程 

第３ 代処第１４号 学校運営協議会委員の委嘱に関する代理処理について 

第４ 代処第１５号 
第２９期小金井市スポーツ推進委員の委嘱に関する代

理処理について 

第５ 議案第２２号 小金井市文化財保護審議会委員の委嘱について 

第６ 報 告 事 項 

１ 市立小・中学校の臨時休校について 

２ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大

会の延期について 

３ 令和２年第１回小金井市議会定例会について 

４ 令和２年度学級編成について 

５ 寄附の収受について 

６ 小・中学校教育管理職及び教員の異動について 

７ 教育課程の届出報告について 

８ 小金井市学校事務の共同実施実態調査について 

９ 令和２年度子供の読書活動優秀実践図書館 文部

科学大臣表彰（受賞）について 

10 蔵書点検の結果について 

11 その他 

12 今後の日程 

 



 -１- 

開会 午後１時３１分 

 

大熊教育長  ただいまから、令和２年第４回小金井市教育委員会定例会を開会

する。 

 日程の第１、会議録署名委員の指名。 

 本日の会議録署名委員は、福元委員と岡村委員にお願いする。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

大熊教育長  次に、日程の第２、代処１３号小金井市教育委員会職員の休日、

休暇等に関する規程の一部を改正する規程を議題とする。 

  提案理由の説明をお願いする。 

 

大津学校  提案理由について説明する。 

教育部長  本件については、小金井市教育委員会職員の休日、休暇等に関す

る規程の一部を改正する必要が生じたが、本件は教育委員会の議決

すべき事項で、教育委員会を開催する時間的余裕がなかったことか

ら、小金井市教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項

の規定に基づく代理処理したことについて、同条第２項の規定によ

り、その承認を求めるものである。 

  細部については、担当課長から説明するので、よろしく御審議の

上、御承認賜るようお願い申し上げる。 

 

鈴木庶務課長  では、細部について説明する。 

  昨年度までの非常勤嘱託職員と臨時職員について、４月１日から、

地方公務員法第２２条第１項に規定する会計年度任用職員制度を

導入することに伴い、規程を整備する必要が生じた。 

  整備内容は、第２章第１３号資料の新旧対照表を御覧いただきた

い。会計年度任用職員に係る内容を追加したものとなる。また、図

書館で勤務する職員の週休日も併せて整備をさせていただいた。 

  説明については、以上となる。御審議の上、御承認賜るようお願

い申し上げる。 

 

大熊教育長  事務局の説明は終わった。本件に関し質問、御意見はあるか。 

  よろしいか。 
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  以上で質疑を終了する。それでは、お諮りする。代処第１３号、

小金井市教育委員会職員の休日、休暇等に関する規程の一部を改正

する規程については、原案どおり承認することに御異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長  異議なしと認める。本件に関しては原案どおり承認することに決

定した。 

 次に、日程第３、代処第１４号、学校運営協議会委員の委嘱に関

する代理処理についてを議題とする。提案理由の説明をお願いする。 

 

大津学校  提案理由について説明する。 

教育部長  本件については、学校運営協議会委員を委嘱する必要が生じたが、

本件は教育委員会の議決すべき事項で、教育委員会を開催する時間

的余裕がなかったことから、小金井市教育委員会教育長に対する事

務委任規則第４条第１項の規定に基づく代理処理をしたことにつ

いて、同条第２項の規定により、その承認を求めるものである。 

  細部については、担当課長から説明するので、よろしく御審議の

上、御承認賜るようお願い申し上げる。 

 

大熊教育長  お願いする。 

 

浜田指導室長  ４月１日から、緑小学校がコミュニティ・スクールとして指定さ

れ、学校運営協議会が設置された。名簿にある１１人を、学校運営

協議会委員として委嘱させていただきたいと考える。規定により、

校長より推薦いただいた１１名である。 

  なお、現在、公募委員を２名募集しているところである。御承認

よろしくお願いする。 

 

大熊教育長  事務局の説明は終わった。本件に関し質問、御意見はあるか。 

  今の委員に公募委員が２人追加されて、正式なメンバーになると

いうことでよろしいか。 

 

浜田指導室長  そのとおりである。 
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大熊教育長  ということである。今、その２人は募集中ということである。よ

ろしいか。 

 

鮎川教育長  そうすると、学校運営協議会の１回目は、公募の委員の方が決ま 

職務代理者  ってから開催されるということか。 

 

浜田指導室長  実は、４月中に、それ以外の方で１回目はやる予定だったが、延

期されたので、公募の委員を交えて、第１回が５月、あるいは６月

ぐらいに開催できる予定である。 

 

鮎川教育長  分かった。ありがとう。 

職務代理者 

 

大熊教育長  以上で質疑を終了する。 

  それでは、お諮りする。代処第１４号、学校運営協議会委員の委

嘱に関する代理処理については、原案どおり承認することに御異議

ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長  御異議なしと認める。本件に関しては、原案どおり承認すること

に決定した。 

 次に、日程の第４、代処第１５号、第２９期小金井市スポーツ推

進委員の委嘱に関する代理処理についてを議題とする。 

  提案理由の説明をお願いする。 

 

藤本生涯  提案理由について説明する。 

学習部長  本件については、小金井市スポーツ推進委員を委嘱する必要が生

じたが、本件は教育委員会の議決すべき事項で、教育委員会を開催

する時間的余裕がなかったことにより、小金井市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第４条第１項の規定に基づく代理処理をし

たことについて、同条第２項の規定により、その承認を求めるもの

である。 

  細部については担当から説明するので、よろしく御審議の上、御

承認賜るようお願い申し上げる。 
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内田オリンピ  第２９期小金井市スポーツ推進委員候補者の選任について御説 

ック・パラリ 明する。スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第３２条第１項に 

ンピック兼ス より教育委員会が委嘱することが規定されており、本市におけるス 

ポーツ振興担 ポーツの推進のため、市民に対するスポーツの実技指導、助言、市 

当課長 民と行政とのコーディネーター役を果たす能力がある方の中から、

選任要綱に基づいてその候補者を選出しているところである。 

  この選任要綱には、目的、選任の基準、選任の方法、委嘱の方法

等が決められている。この要綱に基づいて選任された候補者は、お

手元にお配りした第２９期小金井市スポーツ推進委員候補者名簿

のとおりである。任期は、令和２年４月１日から令和４年３月３１

日までの２年間である。なお、第２９期については、全員が第２８

期の再任となっている。 

  以上、簡単ではあるが、説明を終わる。 

  その他、詳細については資料を御覧いただきたい。よろしく御審

議の上、御承認いただくようお願いする。 

 

大熊教育長  事務局の説明は終わった。本件に関して質問、御意見はあるか。

全員が再任ということで、これまでしっかりやっていただいていた

小金井市スポーツ推進委員の皆さんが再任していただいたことと

いうのは、とてもうれしいなというふうに思っている。これまでも

しっかりやっていただいたのだが、今後もよろしくお願いしたいと

いう気持ちでいっぱいである。よろしいか。 

  以上で質疑を終了する。 

  それでは、お諮りする。代処第１５号、第２９期小金井市スポー

ツ推進委員の委嘱に関する代理処理については、原案どおり承認す

ることに御異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長  御異議なしと認める。本件については、原案どおり承認すること

に決定した。 

 次に、日程の第５、議案第２２号、小金井市文化財保護審議会委

員の委嘱についてを議題とする。 

  それでは、提案理由を説明願う。 
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藤本生涯  提案理由について、説明する。 

学習部長  小金井市文化財保護審議会委員が、令和２年５月１０日をもって

任期満了となることから、新たに委員を委嘱する必要が生じたため、

本案を提出するものである。細部については、担当から説明するの

で、よろしく御審議の上、御議決賜るようお願い申し上げる。 

 

関生涯  それでは説明する。第８期、当市の委員の候補者は資料のとおり 

学習課長 である。このたび５名の方が再任となり、１名の方が新たな選任と

なる。新たな委員となられる方は、太田和子先生である。任期につ

いては、令和２年５月１１日から令和４年５月１０日までの２年間

となる。 

  説明については、以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関し、何か質問はあるか。 

  よろしいか。これまでも、小金井市文化財保護審議委員の皆さん

には本当に熱心に御活躍いただいて、小金井の文化財保護に関して

御協力いただいた。今後もよろしくお願いしたいという気持ちであ

る。 

  以上で質疑を終了する。 

  それでは、お諮りする。議案第２２号、小金井市文化財保護審議

会の委嘱について、可決することに御異議ないか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長  御異議なしと認める。本件について、原案どおり可決することに

決定した。 

 次に、日程の第６、報告事項を議題とする。 

  順次、担当から説明願う。 

  はじめに報告事項１、市立小・中学校の臨時休校について、報告

願う。 

 

大津学校  それでは、前回、３月２７日に行われた教育委員会においては、 

教育部長 学校の再開についてお知らせさせていただいたところで終わって

いるかと思うので、その後について御報告させていただく。 
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  その後、４月１日になり、都立学校の休業措置についての通知が

あった。その期間としては、休業の終了日から５月６日まで臨時休

校するということであった。それに伴い、教育委員会内部において

臨時休校について検討し、週１回程度の登校日を設けるということ

で、教育委員会内部で検討し、コロナ対策本部でその方針をまとめ、

翌４月２日において、臨時校長会において報告し、協議し、決定し

たものである。 

  その後、４月３日、コロナ会議において確定したことから、５月

６日まで臨時休校とし、週１回程度の登校日を設け、また、やむを

得ない理由についての子供を預かるということを決定したところ

である。 

  各教育委員の皆様には、４月３日、電話にて報告し、了承を得た

ものである。その後、４月３日にその内容について、学校や保護者

に通知したところである。その後、４月６日に市立小学校９校にお

いて入学式を挙行したところであるが、その後、４月６日、特別措

置法に基づく緊急事態宣言へ備えるように、東京都から通知があっ

た。 

  ４月７日において、中学校５校において入学式を挙行した。その

後、４月７日、コロナの対策本部において緊急事態措置を受けた場

合について対応を検討し、その晩、国において緊急事態宣言、東京

都において緊急事態措置がされたところである。 

  それを受け、臨時の教育委員会内部等で、臨時休校中の関係につ

いては検討し、週１回の登校日はなくすということで検討し、４月

８日、臨時の校長会において、週１回の登校日をなくし、５月６日

まで休校とするということを決定したものである。その内容につい

て、４月８日、校長、また保護者、議員等に、またプレス発表をし

たところである。 

  内容については、それぞれ、各教育委員の皆様には通知させてい

ただいているが、今、臨時休校措置をしており、５月６日までとい

う形をとらせていただいているところである。また、心のケア等に

ついても、アンケート調査をするなど、児童生徒の心と健康のため

に尽くしながら実施しているところである。以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関し、何か質問等はあるか。 
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福元委員  状況が日々変わっていくこういう状況の中で、臨時休校の問題に

しても、それから登校日の問題にしても、子供の心のケアにしても、

小金井市として最善の措置を進めていただいている。大変だったな

と、御苦労に御礼を言いたい。これからもまた、日々変化していく

であろうと思うが、それに対応して、みんなでできることをやって

いくよう、お願いをしたいと思う。 

 

鮎川教育長  福元委員がおっしゃったことと重なるが、緊急かつ大変な局面を 

職務代理者  迎えている中、迅速な御対応をいただき、誠にありがとう。国や都

と市民の方々の間に入る市は、市民の方々の声に触れ、国や都の方

針も守らなくてはいけない。かじ取りが難しいことと存ずる。子供

たちの心に寄り添ってくださるような、心と体のチェックリストを

御用意いただいた。コロナウイルスに対する知識について、そして、

心や体のストレスについて、きめ細やかなアンケートに加えて、御

対応をいただいていると伺い、大変ありがたく思う。 

  まだ先が見えない中、私自身も不安があるが、子供たちはもっと

不安を抱えていることと思う。どのようにしたらよいかの正解も見

つかりにくいと思うが、今までの教育委員会の御対応はすばらしい

と思っているので、引き続きよろしくお願いしたい。 

 

岡村委員  学校をお休みすることによって市民の意識は大分変わったと思

う。やはり学校に来ないように、なるべく外に出ないように、集団

にならないように、集団の密をやめるようにというのは、なかなか

私たちが考えているようには広がっていなかったのだが、学校をお

休みにするということで危機感がすごく伴って、これはすごく子供

たちを守るだけではなくて、市民にもすごくいい効果があったと思

う。 

  ただ、やっぱり、うちにときどき患者さんがいらっしゃるのだが、

本当に１年生たちがおめでとう感がなくて、入学式だったの、残念

だったねと、つい皆さんが言ってしまうのだが、私は、おめでとう、

もうすぐ学校へ行けるよ、おめでとう、おめでとうという感じで、

新１年生とかに言っているのだが、そういう楽し気なのも言ってあ

げないとなかなか難しいなと思う。 

  あと、私は上手に書けないけど、やっぱり子供たちが読む、何か

教育委員のほうから子供たちへのメッセージというか、優しい、先
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生たちもあれしているから、君たちも頑張ろうねみたいな、何かメ

ッセージみたいなのを、教育委員の先生たち、文章が上手な人たち

がいらっしゃるので、子供たちが分かるように、もうすぐ春が来る

よみたいな、みんな今我慢しているけど、頑張ろうねみたいな優し

い言葉のメールというか、ホームページがあったらいいなと思って

いる。 

  本当に教育委員会の先生方の、皆さん方の早め、早めの対応を感

謝している。 

 

浅野委員  前例のない、極めて変則的な事態の中、慎重かつ迅速に事に対処

していただき、私からも感謝を申し上げる。児童生徒もさることな

がら、保護者の皆さんも、今回のことについては戸惑うことが多々

あるかと思う。教育委員、あるいは学校のほうからもきめ細やかな、

丁寧な情報の発信を今後ともしていけたらなと思っているので、ど

うぞよろしくお願いしたい。 

 

大熊教育長  今回の決定に関しては、学校を休校にするという措置は、教育委

員会のほうで決めて学校に周知したという方法をとった。しかし、

今度、学校をあけるときは、原案を作成し、校長会を開き、了解を

とって、それで学校を開くという形をとらせていただいたのだが、

もう一回閉じるという形になった。 

  閉じるときは敏速に、開くときは慎重にという形でこれまでも対

応させていただいていて、学校のほうもその辺はしっかり対応でき

たのではないかなと思っている。 

  よろしいか。以上で報告事項１を終了する。 

  次に、報告事項２、東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会の延期について。 

 

内田オリンピ  東京２０２０大会について報告する。 

ック・パラリ  ３月２４日、国際オリンピック委員会、ＩＯＣ及び東京２０２０ 

ンピック兼ス 組織委員会から、大会を遅くとも来年の夏までの延期とすること、 

ポーツ振興担 名称は東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のまま 

担課長 とする旨の共同声明が出されたのは御承知のとおりである。 

  また、３月３０日には、ＩＯＣから大会開催の日程を、東京２０

２０オリンピックは２０２１年７月２３日金曜日から、８月８日、



 -９- 

日曜日とし、東京２０２０パラリンピックは８月２４日火曜日から、

９月５日、日曜日とする旨が発表された。 

  この場をお借りして、２０２０年の大会開催に向けて御協力を頂

いてきた関係者の皆様、ボランティアに応募していただいた皆様に

感謝を申し上げたいと思う。 

  なお、２０２１年の大会開催に向けては、競技日程、運営方針等

が未定となっているが、引き続き、東京都組織委員会等の関係者と

連携しながら準備を進めていく。 

  以上。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関して何か質問等はあるか。 

  改めて、今回のオリンピック・パラリンピック競技大会にたくさ

んのボランティアの方に御応募いただいた。深く感謝を申し上げた

いと思う。 

  また、来年、このオリンピック・パラリンピックが開かれるとき

には、どうぞお力をかしていただきたいと思うが、いかがか。 

 

 （委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長  ということで、よろしくお願いする。 

 

鮎川教育長  １つ伺ってもよいか。市報で拝見したが、この秋にオリンピック・ 

職務代理者  パラリンピックに向けてのイベントを企画されているのか。もし何

か教えていただけることがあったら、詳細をお願いできるか。 

 

内田オリンピ  当初予定していたのは、秋、パラリンピックとか、オリンピック 

ック・パラリ がこの夏に行われる予定だったので、その関連するイベントを考え 

ンピック兼ス てはいたのだが、そもそもが今、白紙というか、延期になってしま 

ポーツ振興担 ったので、その部分も削られて、今のところは一旦再考し直してい 

当課長 るというような状況である。 

 

鮎川教育長  分かった。オリンピック・パラリンピックが開催された後のイベ 

職務代理者  ントの予定だったのか。分かった。ありがとう。 

 

大熊教育長  ということである。 
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  以上で報告事項２を終了する。 

  次に、報告事項の３、令和２年第１回小金井市議会定例会につい

てである。 

 

大津学校  それでは、和２年第１回市議会定例会について、はじめに学校教 

教育部長 育部から報告させていただく。 

  報告事項３、資料を御覧いただきたい。内容等については、記載

しているが、新型コロナウイルス感染症の拡大の観点から、開催時

間等の短縮を図るため、資料の配付にて説明を省略させていただく。 

  学校教育関係では、報告事項３の資料にあるとおり、８名の委員

の方から御質問を頂いたところである。詳細については、ユーチュ

ーブ等で録画配信を行っている。会議録も間もなくホームページ等

でアップされると思うので、そちらで御確認いただきたいと思う。 

  以上で、学校数育部からの報告を終わりにさせていただく。 

 

藤本生涯  続いて、生涯学習部である。 

学習部長  生涯学習部からも、学校教育部と同様に、こちらのほうに資料の

とおり、３名の議員の方から御質問を頂いており、それぞれ答弁を

している。詳細については、ユーチューブまた会議録等で間もなく

ホームページのほうにアップされると思うので、そちらで御確認の

ほう、よろしくお願いする。以上。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関して、何か質問等あるか。 

  よろしいか。 

  以上で報告事項３を終了する。 

  次に、報告事項４、令和２年度学級編成についてである。 

 

河田学務課長  それでは、令和２年度学級編成状況について御報告する。お配り

している資料、報告事項４資料を御覧いただきたい。 

  表面が令和２年度学級編成状況となっている。前年度と比較する

と、小学校では、通常の学級で児童数が５,５６７人で、１６５人

の増となっている。学級数が１７４学級で、５学級増となっている。

中学校では、通常の学級で生徒数が２,０３９人で、５２人増とな

り、学級数が５９学級で、学級の増減はなしとなっている。 

  通常学級の１学級平均生徒数は、小学校では３１.９９人と、昨



 -１１- 

年と比べて０.０３人の増となっている。中学校では３４.５６人と、

昨年度と比べ、０.８８人の増となっている。 

  なお、小学校２年生の小２加配では二小が該当になり、１学級３

５人編成とする学級規模縮小で対応した。また、中学１年生の中１

ギャップ加配については、全ての中学校が該当となり、二中、東中、

南中が学校規模縮小で、一中、南中がＴＴの活用を選択した。 

  特別支援学級については、小学校では児童数が５２人で１人増、

学級数は７学級で１学級減である。中学校では、生徒数は３７人で

４人減、学級数は５学級で、２学級の減となっている。なお、児童

生徒数は、在籍者から学級編成算定対象外の者を考慮した数値にな

っている。 

  次に、裏面に私立学校等に入学した新１年生調べを掲載している。

小学校で国立、私立、特別支援学校等へ入学した方が５２人いる。

新１年生の全体の５.０％、前年度より０.１ポイントの減となって

いる。 

  中学校で国立、私立、特別支援学校等へ入学した方は２１５人で、

新１年生の全体の２２.９％、前年度より１.６ポイントの増となっ

ている。なお、都立一貫校へ入学した人数については２０人であっ

た。 

  最後となるが、参考までに、令和２年度の通級指導学級の状況を

掲載した。詳細は資料を御覧いただきたいと思う。 

  報告は以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関して何か質問等はあるか。 

 

浅野委員  学級編成に直接関わる事柄ではないが、今年度の就学援助の状況

について、家計状況の大きな変動などもあることが予測されるのだ

が、ここまでのところ、例年どおり特段支障なく進んでいるか。 

 

河田学務課長  就学援助については、例年のことなのだが、全家庭に申請書を配

布している。４月１７日をめどに申請を出していただくようにお願

いしており、特に締切りというのはないが、申請した月から受給で

きるというようなことになっている。 

  特別、今のところ、このような状況で、特に相談があるというこ

とは聞いていないが、郵送で申請したい方などについては、一応電
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話で伺った上で、郵便事故等を防ぐためにお名前等を聞いて、着い

たかどうかを確認したりしている。 

  あとは、先生方のほうには、校長会を通じて就学援助の制度の周

知と、御相談があった場合は学務課のほうにつないでいただくよう

に、校長会のほうでお願いしている。 

 

浅野委員  ありがとう。 

 

大熊教育長  これからあるかもしれない。 

 

岡村委員  逆に必要な人にはどんどん申し込んでほしい。 

 

大熊教育長  ちょっとだけ聞きたいのだが、この就学援助を受けるときに、今

コロナで収入が激減したなんていう人に対しては、援助は行くのだ

ろうか。 

 

河田学務課長  基本は、前年度の収入によって可否が判断される状況になるが、

家計の急変等の場合には、その他の要件ということで、国のほうの

補助金なども通知が来ているので、そこは柔軟に対応していきたい

と思う。 

 

大熊教育長  本来であれば、前年度の収入なのでできないのだけれども、今回

に限っては対応できる可能性があるということか。 

 

河田学務課長  そうである。家計が変化したとはいえ、その収入の状況にもよる

というところである。 

 

大熊教育長  ということである。よろしいか。 

  少しでも援助ができればいいと思うので、その辺も周知していた

だければと思う。よろしいか。 

  以上で報告事項４を終わる。 

  次に、報告事項の５、寄附の収受についてである。 

 

河田学務課長  続いて、寄附の収受についての御報告をする。資料を御覧いただ

きたい。令和元年度の寄附物品については資料のとおりである。地
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域の業者様や個人の方、ＰＴＡ様、団体等、多くの物品のほうを頂

いている。大変感謝を申し上げるとともに、大切に使わせていただ

きたいと思う。 

  簡単であるが、報告事項５についての報告を終わらせていただく。

以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関して何か質問等はあるか。 

  改めて、令和元年度にたくさんの寄附を頂いた。御礼申し上げた

いと思う。ありがとう。 

  以上で報告事項５を終了する。 

  次に、報告事項の６、小・中学校教育管理職及び教員の異動につ

いてである。 

 

浜田指導室長  令和２年度小金井市立学校校長、副校長名簿として、教員転入転

出名簿について御報告する。報告事項６、資料を御覧いただきたい。

令和２年度は校長２名、副校長３名が、市内・市外からの異動昇任

で新たに着任した。 

  また、教員の転入転出名簿も作成した。転入者は、再任用を除い

て４５名である。そのうち新規採用者が１３名、期限付採用者が１

名となっている。小学校の表の中で三小の養護教諭が、○○になっ

ているが、これはクラス数が多いため、２人目の用語教諭が入ると

いうことで、実は面談を終了しており、人は決まっている。手続が

終了次第、来週中には配置予定である。 

  これによって、全国に過不足なく教職員を配置することができる。 

  報告は以上である。 

 

大熊教育長  よろしいか。ただいまの報告に関して何か質問等はあるか。こと

しは過不足がなくできたということで、２年前は全校に募集をかけ

たという経験があるが、ことしは大丈夫だったということである。 

  以上で報告事項６を終了する。 

  次に、報告事項７、教育課程の届出報告についてである。 

 

西尾指導主事  令和２年２月２０日から３月１６日にかけて、市立小・中学校１

４校の教育課程を受理した。配付した資料は令和２年度教育課程の

まとめとなる。令和２年度の教育課程編制の重点としては、授業改
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善の推進、教育相談の充実、地域連携の推進の３点とした。 

  各学校の教育課程では、この３点について、児童生徒の実態や地

域の特色などを踏まえ、世帯的な取組が示されている。各学校の教

育課程編制上の工夫としては、主体的、対話的で深い学びを実現す

る授業改善を図る学校、ＩＣＴ機器を活用した授業の推進を図る学

校、不登校、いじめの早期発見、早期対応をするために、組織的な

教育相談体制を強化し、校内支援体制の充実を図る学校、地域人材

やボランティアを生かした学習支援を行う学校などが見られる。 

  本年度も、市立小・中学校においては、学校の教育目標の具現化

に向けた特色ある教育活動が展開されることが期待される。教育委

員会としても、校長会や副校長会、教務主任研修会や学校訪問の機

会を活用して、学習指導要領の趣旨を踏まえた教育活動の推進、教

育課程の適正な進行管理について指導していく所存である。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための臨時休

校に伴い、現在、各学校において、学校行事予定などの見直しを行

っている。小学校のオーケストラ鑑賞教室、海の移動教室、林間学

校、中学校の合唱鑑賞教室、運動会といった学校行事は、１学期後

半、夏休み、２学期以降に延期とすることになった。 

  また、夏季休業日の短縮や土曜授業の活用によって、臨時休校で

不足した分の授業時数を補うことを考えている。例年報告している

年間授業日数、授業時数、夏季休業日の弾力的運用については、集

約でき次第報告する。 

  報告は以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関して、何か質問等はあるか。 

  お願いする。 

 

鮎川教育長  教育課程の届出報告についての１番の授業改善の推進の中で、ほ 

職務代理者  とんどの学校がＩＣＴ機器の活用と書かれているが、ＩＣＴ機器が

必要になると思う。今年度のお考え等あったら、教えていただける

か。 

 

浜田指導室長  今ギガスクール構想を国や都でも進めていくということで、この

新型コロナウイルス関係で前倒しというような話もあり、今学務課

の担当と指導室とで一緒になって、何とか１人１台をというような
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構想を検討しているという状態で、なるべく国に合った１人１台を

目指して進めていきたいというふうに考えている。 

 

鮎川教育長  分かった。ありがとう。よろしくお願いする。 

職務代理者 

 

浅野委員  中学校の新しいカリキュラムの中で、プログラミング教育の充実

ということが１つの柱になっているかと思うが、中身がなかなか難

しいものだという話も聞こえてきている。中学校の先生方の間で、

何かそれに対応する研修のようなことは計画されていたりはする

のか。 

 

田村指導主事  小学校のほうは、プログラミングのほうについて、かなり先進的

に取り組んでいる事例を紹介したりとか、そういうことはやってい

るが、中学校ということでは、プログラミングに特化してというか、

そういう研修はまだ考えてはいない。今検討しているというところ

ではあるが、まだ、今までの流れでいうと、例えば小学校と一緒に

情報教育推進委員会というもので、プログラミングを扱った授業と

いうものを一緒に見たりだとか、意見交流をしたりなどはしてきて

いる。 

  そこのところで話題に出ていたのは、小学校でこの辺まで、子供

たちがプログラミングだとか、ＩＣＴ、情報活用をできるようにな

った上での中学校なので、ちょっと考えていかなければいけないね

というようなことは出ていたが、今後また検討していくことになり

そうである。 

  以上である。 

 

大熊教育長  繰り返しになるが、ほかの多くの市で、１学期に行われる学校行

事等、宿泊を伴った学校行事等は中止をしていく市が多い中、小金

井市は、それを全ての学校をできる限り後ろに持ってきて、今、実

施の方向で検討してもらっているところである。一応その日程も大

体決まり、７月の後半から夏休みにかけて、本来はオリンピックが

あって、夏休みに実施していたのが、それができなくなって、前倒

しでやることにしていたのを、もとに戻した。そんな形で、小金井

市は子供たちの体験活動を重視するという方向で、今努力してくれ
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ている。 

  それから、５月６日までの休みであれば、計算してみると、７月

いっぱい授業をやることで、何とか時数は確保できるものというふ

うに思っているが、もう一度延びることがあると、これは大変難し

いという状況になると思うが、その辺、時数の関係、もう少し詳し

く教えてもらえるか。 

 

西尾指導主事  今、試算しているところだと、５月６日までの臨時休校で大体９

０時間ぐらいの授業時数が不足しているというのが、各学校から出

されている授業時数から算出される。そこの中で、こちら、指導室

のほうで考えたのは、今、教育長の話にもあったとおり、７月いっ

ぱいまで１学期を行う、あるいは８月の最後の１週間も、２学期を

少し早めに行うというところと、それと、各学校で緊急事態に備え

て余剰時数を３０時間ほど設定しているので、そちらの分も使うこ

とで、夏休みを少し短縮することで、授業時数が確保できるのでは

ないかという試算をしている。 

  ただいま学校のほうで具体的な行事なども含めて、あと土曜授業

の活用も含めて授業時数の算出をしてもらっているところだが、大

体こちらの試算と同じような形で計画が少しずつ出てきていると

ころである。 

  以上。 

 

大熊教育長  ５月６日までだったら何とかなると。 

 

浅野委員  よろしいか。今学期の分については、そのように試算されている

ということで理解したところではあるが、昨年度の分について、学

校によっては、時数が結構窮屈になっていた学校もあるかと思うが、

無事に全ての小・中学校で時数を充足することはできたのか。 

 

田村指導主事  時数については、標準時数までは、全ての単元の授業時数という

ものは、もちろん、確保ができていないところはある。なぜかとい

うと、３月が全くやっていないからである。ただ、新型コロナウイ

ルス感染症対策のために休校した場合に、その授業時数のみをもっ

て判断しないというところが出ているので、学校には次のような指

導をした。 
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  まずは、実施できなかったものを把握してほしいということと、

今年度の中で、例えば単元の始まりで復習を扱うところがあったり

すると思う。 

  あとは、４月ができなかったのだが、学年のはじめに少しやって

おいたほうがいいものがある。だから、その辺は学校のほうで判断

していただいて、授業内容と授業時数を精選などしていただきなが

ら、必ず入れ込んでほしいということで、お願いをしている。 

  なので、今回４月がまたなくなったという段階で、そこも含めて、

学校のほうで今、計画をつくっているというような状況になる。 

 

浅野委員  そうすると、今の段階でこの話を申し上げるべきではないのかも

しれないが、今学期についても、新型コロナウイルス対応で時数が

満たされなかった場合、それは、そこにこだわる必要はないという

判断で、要するに無理にそれを目指す必要はないという、そういう

御判断ということでよろしいか。 

 

田村指導主事  そこについては、昨年度のものがそのまま行くのかどうかという

ことについてはまた今後になると思うのだが、一応、学校には、授

業時数についてはその標準時数を切らないように、今計画を立てて

もらっているところである。 

 

浅野委員  現時点では標準時数充足する方向で、進めているということか。 

 

田村指導主事  はい、そういうことであると。 

 

浅野委員  分かった、ありがとう。 

 

大熊教育長  よろしいか。一応、先日の校長会で、私のほうから、これまでの

課題の出し方は、新しい単元に入ることができなかったので、復習

を中心に課題を出すという形で指示していたところであるが、今回

の再延期に当たった校長会では、予習を含めて課題を出してほしい

という依頼は出しているので、その点では、少し予習をしていて、

今までかかっていた時間より少しは短縮できて授業が進んでいけ

るのではないかとは思うが、全ての子供がその予習をしっかりでき

ているということではないと思うので、やはりしっかり子供たち一
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人一人の実態に応じて授業を進めていくということが重要かなと

いうふうに思っている。よろしいか。 

  以上で、報告事項７を終了する。 

  次に、報告事項８、小金井市学校事務の共同実施実態調査につい

てである。 

 

浜田指導室長  小金井市学校共同事務実施調査について御報告する。昨年１２月、

コンサル会社に調査お願いし、この３月に最終報告書が上がったの

で、報告する。 

  ３ページの下段、調査結果総論を御覧いただきたい。まず、現状

としては、共同事務により副校長の業務負担の軽減を実感している

学校が多いということが載せられている。 

  課題としては、現行の業務分担表では、責任の所在及び各担当者

の業務範囲が不明確であることなどが挙げられている。改善案とし

ては、改訂版業務分担表の作成、支援員の一部業務の共同事務への

移管などが挙げられている。 

  ５ページ以降には、今後に向けて教育委員会に求められること、

共同事務室に求められること、学校現場に求められることが具体的

に提案されている。教育委員会としては、これら一つ一つを受け止

め、改善していくとともに、共同事務や学校現場にも提案と指導を

していきたいというふうに考えている。報告は以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの報告に関し、何か質問等はあるか。 

 

浅野委員  基本的なところがよく分かっていなくて教えていただきたいと

いうことなのだが、スライドでいうと２ページ目、調査対象一覧の

ところの右側のほう、校長、副校長と並んで、事務、支援員、市事

務、栄養士、教員、その他というふうにカテゴリー分けがなされて

いる。前回の定例会でも、ちょっと質問させていただいたのだが、

まず、支援員は基本的には都の職員だということ。そうすると、都

の事務というのは、支援員ではない都の事務の方がいらっしゃると

いうことなのか。 

  あるいは、栄養士の中にも市の方と都の方がいらっしゃるという

ふうにさっき御説明いただいたのだが、そうすると、それとはまた

別に市事務というカテゴリーがあるという。これは、つまり、単純
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に雇用の主体が市か、都かという分け方以外の分け方も、同時にな

されているからこうなっているという、そういうことか。カテゴリ

ー間の関係がきちんと頭の中に入っていないので、教えていただき

たいということだが。 

 

浜田指導室長  まず、ここに書かれている都事務と書いてあるのは、今までの各

学校に１名いた都の事務員さんである。それと、西部にいる共同事

務４人、これが都事務、週５日働く都の正規の職員になる。それと、

支援員は、西武側の都事務が共同事務になったところに、いなくな

ったところに週４日、都が配置する支援員さん、これが西部に７人、

支援員さんがいて、その共同事務に西部に４人いると。これが都事

務さんと支援員さんで、プラス１４校全部に市事務さんが各１人ず

ついる。これが、週４日のパターンになる。 

 

浅野委員  仕事の内容が違うのか。 

 

浜田指導室長  仕事の内容を全部分けている。今までやっていた都事務さんの仕

事を、今度支援員さんに基本的に引き継いでいる。だけれども、共

同事務には、給与や人事などは持っていくと。それ以外の都事務さ

んがやってきたことを支援員さんがやって、今でも都事務さんと支

援員さん２人が事務をやっていたということである。 

  そこに、事務室に栄養士さんが必ず１名いるのだが、この人は市

の負担の職員だったり、都費の人が２人か、３人いる、都費の栄養

士さんが。基本的には、今までは都事務さん、市事務さん、栄養士

さん、３人でこの事務室で回していた。仕事の中身がそれぞれ違っ

ていた。 

  都事務さんが抜けて、都事務さんのところに支援員が入って来る。

支援員、市の事務、栄養士さんということで、このカテゴリーは役

職分けというような捉えでいただければと思う。 

 

浅野委員  まだちょっと頭が追いついていないところがあるのだが、ちょっ

と後でゆっくり消化する。ありがとう。 

 

大熊教育長  よろしいか。どうぞ。 
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浅野委員  同じくスライド分の１０ページの６番の項目のところ、検討すべ

き施策ということで、これ、現在検討中というか、そういう今プロ

セスの上にあるところだと思うのだが、その下のほうにハード面で

の連絡機能強化ということで、上のほうに電話回線の増設というこ

とが書かれていて、下のほうに校務ＰＣ環境の整備というふうに書

かれていて、電話回線が私は思っていたよりも大分細かったので、

少しびっくりしたところもあるのだが、今後のこと考えると、あえ

て電話回線の増設通をするよりもというか、ちょっと言い方は強い

が、スカイプ等の連絡手段に切り替えることでやっていけるのかな

というふうにも思ったりする。 

  できれば、対面のほうがいいという声もあったというふうに、別

のところには書かれていて、例えばスカイプ、ビデオチャット機能

などを使うことによって、幾分かはそれのかわりになるところもあ

るかなと思うので、電話回線と校務ＰＣとを併記されているが、ど

ちらかというとＰＣ環境の充実のほうに今後は力点を置いたほう

がいいのかなというような印象を、私としては持った。以上である。 

 

浜田指導室長  まず、これ、もう既にこれからやっていくところなのだが、終了

したのも入っているが、ファックスと電話回線、今まで１回線で使

っていたので、ファックスが入っているときは電話がとれないとい

う状態であった。これを４月から、もう既に２回線にして回してい

る。ＰＣのアカウントも取って、公務アカウントで、みんなでつな

がるようにしているところである。 

  さらに、今、御意見を頂いたようにさらに充実してやっていきた

いなと、それが一番いいのかなと思っている。以上。 

 

浅野委員  ありがとう。 

 

大熊教育長  今後は電子決裁システムも導入されるといいと思う。そのほうが

効率的であるし、はじめ導入には時間がかかると思うが、この共同

事務が本当に機能していくためには、そういうシステムがないと、

今、交換便で書類が送られて、判こで決裁するということをやって

いるのはいかがなものかと思うので、また研究をしていきたいと思

っている。かなりお金もかかることであるので。 
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浅野委員  そのことについてなのだが、現在、新型コロナウイルス対策で、

在宅勤務をされている方は多いと思う。私の勤務先でもそういうこ

とがあると聞いているが、印鑑というのは、本当に重要な印鑑は外

に持ち出すことができないと思うので、印鑑を押すために出社する

というようなことがあるとも聞いている。 

  そのための電子決裁システムということになると思うが、そもそ

も押印が必要な書式を減らすというようなことは考えられてはい

ないのか。これは、教育委員会の話というよりは、もうちょっと市

全体の話だと思うが。 

 

大津学校  電子決裁等についても、市の情報部門で一応話題にはなっている。 

教育部長   また、組織も作りながら動いているところであるが、ちょっと浸透

するまで経費もかかったり、研究するにも時間がかかるかなという

ところがある。 

  あと、電子決裁以外の公印の部分、それについては、まだまだち

ょっとハードルが高いかなというところがあるが、市の内部の中で

の情報システムのところでは、いろいろなことが研究されていると

いうことで、まだ時間がかかるということで報告だけはさせていた

だく。 

 

浅野委員  ありがとう。 

 

大熊教育長  よろしいか。コロナウイルス対策ではないが、テレワークという

ことをもう少しこれからは真剣に考えていかなきゃいけないと思

うので、この辺のところについても積極的に取り組んでいけたらい

いかなと、こんなふうに思っているところである。 

  以上で報告事項８を終了する。 

  次に、報告事項９、令和２年度子供の読書活動優秀実践図書館、

文部科学大臣表彰（受賞）についてである。お願いする。 

 

菊池図書館長  それでは、口頭で御報告させていただく。文部科学省では、国民

の間に広く子供の読書活動についての関心と理解を深めるととも

に、子供が積極的に読書活動を行う意欲を高める活動を推進するた

め、特色ある優れた実践を行っている学校、図書館、団体個人に対

して、大臣表彰をしている。 
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  このたび小金井市立図書館が東京都立図書館の推進を受け、令和

２年度子供読書活動優秀実践図書館として表彰が決まったので、御

報告をさせていただく。推進いただいた主なる理由としては、長年

の活動ということで、例えば子供読書活動推進計画について、小金

井市は平成１６年度から策定しており、取組が早かったこと、小学

生向けだけではなくて、乳幼児のお話会も実施しており、これも非

常に好評を得ていること、貫井北町センターであるが、中高生、Ｙ

Ａ世代のニーズをＹＡサポーターを通じて把握していること。 

  また、学校への支援として、団体貸出しを利用されている保護者

の方たちにアンケートを実施して、要望に沿った改善を重ねている

こと。授業で必要とする調べ学習用の図書についても配送サービス

を開始したこと、それから、緑分室では、大勢の利用者がいる中で、

図書館利用が難しい子供たちについては、図書館の休館日に来館し

ていただくなどの取組を行っていることに評価を頂いたものと思

っている。 

  御報告は以上になる。 

 

大熊教育長  なかなかもらえない。本当におめでとう。 

 

鮎川教育長  ここで言ってはいけないかもしれないが、設備が余りよくない中 

職務代理者  で、この活動が真に認められたのかなと思うと、とてもありがたい

限りである。本当におめでとう。 

 

大熊教育長  よろしいか。以上で報告事項９を終了する。 

  次に、報告事項１０、蔵書点検の結果についてである。 

 

菊池図書館長  毎年行っている蔵書点検について、同じく口頭で御報告をさせて

いただく。図書館では、蔵書資料の的確な把握を行うため、年に１

回、全館で休暇を設けて、蔵書の棚卸作業、点検作業を行っている。

休暇期間、本館及び西之台図書室が６日間、分室は、貫井北分室、

緑分室が４日間、東分室が３日間で、それぞれ作業をしている。 

  点検結果であるが、作業を終了した時点の数値であるが、全館で

貸出し中も含め、総点検対象数が５１万６,６４４点、このうち、

貸出しをしていないにもかかわらず所在が不明な資料は、６０７点

ということであった。不明点数は各館で多少の増減はあるものの、
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例年横ばいとなっているところである。 

  今回の不明率は、０.１２％であった。 

  報告は以上である。 

 

大熊教育長  ただいまの質問に関して何か質問等はあるか。よろしいか。 

  以上で報告事項１０を終了する。 

  次に、報告事項１１、その他である。学校教育部から報告事項が

あれば発言願う。 

 

大津学校  特にない。 

教育部長  

 

大熊教育長  生涯学習部から報告事項があれば、発言願う。 

 

藤本生涯  １点、この間も生涯学習部の所管施設等の休館等については、教 

学習部長 育委員会のほうでも御報告し、また、先日、国のほうから緊急事態

宣言が出され、それに伴って臨時休館を延長したときには、資料で

各委員さんのところにはお知らせしたところであるが、今後におい

ても、状況がどういうふうになるのか分からないが、逐次、こうい

う情報については、委員さんのほうにもお知らせしたいと思う。以

上である。 

 

大熊教育長  次に、報告事項１２、今後の日程についてである。 

  事務局より報告願う。お願いする。 

 

中島庶務課  それでは、教育委員会の今後の日程について報告する。令和２年 

庶務係長   第５回教育委員会定例会は５月１２日火曜日、午後１時３０分から、

こちら本庁舎３階第一会議室で開催する。 

  続いて、令和２年第６回教育委員会定例会は５月２６日、火曜日、

午後１時３０分から、第二庁舎８階８０１会議室で開催する。 

  続いて、令和２年第７回教育委員会定例会は７月１４日、火曜日、

午後１時３０分から、第二庁者８階８０１会議室で開催する。 

  それぞれ御出席、よろしくお願いする。なお、コロナウイルスの

状況によっては、こちらの開催場所を変更する場合があるので、御

留意いただきたい。 
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  今後の日程は以上となる。 

 

大熊教育長  以上で報告事項を終了する。 

  以上で本日の日程は全て終了した。 

  これをもって、令和２年第４回教育委員会定例会を閉会する。あ

りがとう。 

 

閉会 午後２時３５分 

 


